
- 514 - 

第２節  事後調査 

予測及び評価の結果、大気質、騒音、振動、悪臭、水質、地盤、動物、生態系、景観、人と自然

との触れ合いの活動の場、廃棄物等の 11 項目については、環境影響の程度は小さいと判断された

ことから、事後調査は実施しない。 

植物については、環境保全措置の実施により環境影響を低減できるものと考えられるが、その効

果に不確実性があることから、事後調査の対象とした。 

事後調査の手法等は、表 9.2- 1 に示すとおりである。 

 

表 9.2- 1 事後調査の手法等 

調査対象項目 植物：コギシギシ 

調査理由 

コギシギシの生育については、科学的知見が不足しており、不確実性が

大きいと考えられることから、播種後における生育・繁殖状況を確認する

ため。 

調査方法 

調査項目：生育状況、生育環境の状況 

調査方法：現地調査による個体の確認 

調査時期：春季 

調査期間：３年間を目途とするが、安定した種の定着が確認されるまで

の時期とする。 

環境影響の程度が著しい

ことが明らかとなった場合

の対応の方針 

予測し得ない環境上の著しい影響が生じた場合には、必要に応じて専門

家の指導・助言を得て、適切な措置を講ずる。 

調査の結果の公表方法 
調査報告書の作成時期、公表時期、方法等については、関係機関と調整

しながら適切に実施する。 

実施主体 

「（仮称）茶屋新田土地区画整理組合」が実施するが、事業完了とともに同組

合は解散することから、事業完了後も事後調査を行う必要がある場合は、関係

行政機関である名古屋市が実施する。 
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第３節  環境影響の総合的な評価 

都市計画対象事業について、影響要因の「工事の実施」及び「土地又は工作物の存在及び供用」

における環境要素 12 項目（大気質、騒音、振動、悪臭、水質、地盤、動物、植物、生態系、景観、

人と自然との触れ合いの活動の場、廃棄物等）を選定し、予測・評価を行った。 

 

予測の結果、騒音、振動、動物、植物の各一部と悪臭については、環境影響の程度は極めて小さ

いと予測され、事業者の実行可能な範囲内においてできる限り回避・低減されると評価された。 

また、騒音、振動、動物、植物の各一部及び大気質、水質、地盤、生態系、景観、人と自然との

触れ合いの活動の場、廃棄物等については、環境影響の程度は小さいと予測されたため、環境保全

措置を講じることにより、事業者の実行可能な範囲内においてできる限り低減されると評価された。 

なお、植物については事後調査を実施するとともに、予測し得ない環境上の著しい影響が生じた

場合は、必要に応じて専門家の指導・助言を得て、適切な措置を講じる。 

 

各環境影響評価の項目の調査、予測及び評価の概要は、以下に示すとおりである。 
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環境要素 調査結果 予測結果 

(1) 建設機械の稼働（二酸化窒素、浮遊粒

子状物質） 

[年平均値] 

建設機械の稼働による寄与濃度は、二酸

化窒素が 0.00640ppm、浮遊粒子状物質が

0.00090mg/m3 と予測される。 

また、建設機械稼働時における二酸化窒

素の日平均値の年間 98％値は 0.050ppm と

予測され、環境基本法に基づく環境基準を

満たしているが、名古屋市環境基本条例に

基づく環境目標値を上回っている。 

浮遊粒子状物質の日平均値の２％除外値

は 0.078mg/m3 と予測され、環境基準及び環

境目標値を満たしている。 

 

[１時間値] 

 建設機械の稼働による寄与濃度は、二酸

化窒素が 0.077ppm、浮遊粒子状物質が

0.016mg/m3 と予測される。 

二酸化窒素の予測結果は、予測環境濃度

が 0.158ppm であり、中央公害対策審議会

答申の指針値（0.1～0.2ppm）の範囲内で

ある。 

浮遊粒子状物質の予測結果は、予測環境

濃度が 0.192mg/m3 であり、環境基準及び環

境目標値（ともに 0.20 mg/m3 以下）を満た

している。 

 

 

 

 

 

 

大気質 

 

・二酸化窒素及び浮遊粒子状物質 

事業実施区域周辺に位置する大気汚染常時

監視測定局である南陽支所の二酸化窒素と浮

遊粒子状物質の測定結果は以下に示すとおり

である。 

二酸化窒素の日平均値の年間 98％値は

0.043～0.045ppm であり、環境基準（0.06ppm

以下）を達成し、名古屋市環境基本条例に基づ

く環境目標値（0.04ppm 以下）を達成していな

い。 

浮遊粒子状物質の日平均値の２％除外値は

0.066 ～ 0.085 mg/m3 で あ り 、 環 境 基 準

（0.10mg/m3 以下）及び名古屋市環境基本条例

に基づく環境目標値（0.10mg/m3 以下）を達成

している。 

 

二酸化窒素 
浮遊粒子状 

物質 

年度 日平均値の 

年間 98％値 

（ppm） 

日平均値の 

2％除外値 

(mg/m3) 

H12 0.045 0.085 

H13 0.044 0.073 

H14 0.044 0.076 

H15 0.043 0.066 

H16 0.043 0.071 

 

 

 

・降下ばいじん 

港区国際留学生会館における平成７～11 年

度の降下ばいじんの年平均値は、2.1～3.4 

t/km2/月である。 

 

(2) 建設機械の稼働（粉じん等） 

建設機械の稼働による季節別の降下ばい

じんは、1.10～1.76t/km2/月であり、降下

ばいじんに係る参考値 10t/km2/月（生活環

境を保全する上での目安である 20 t/km2/

月から降下ばいじんのバックグラウンド濃

度が比較的高い地域の値 10t/km2/月との

差）を下回っている。 
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環境保全措置 評価結果 事後調査 

 

建設機械の稼働に伴う大気質による環境

影響の程度は小さいと予測されるため、排

出ガス対策型の建設機械の積極的な採用、

建設機械の稼働の分散化、住宅地等に近接

している箇所での建設機械の複合同時稼

働の回避による環境保全措置を講じるも

のとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建設機械の稼働に伴う大気質の影響は、

排出ガス対策型の建設機械の積極的な採

用、建設機械の稼働の分散化、住宅地等に

近接している箇所での建設機械の複合同

時稼働の回避による環境保全措置を講じ

ることにより、事業者の実行可能な範囲内

においてできる限り低減されるものと判

断する。 

 

[年平均値] 

二酸化窒素の予測結果は、日平均値の年

間 98％値が 0.050ppm であり、環境基準を

満たしているが、環境目標値を上回ってい

る。しかし、建設機械の稼働による寄与は

少なく、影響は小さいものと考える。 

浮遊粒子状物質の予測結果は、日平均値

の２％除外値が 0.078mg/m3 であり、環境基

準及び環境目標値を満たしており、基準又

は目標との整合は図られるものと判断す

る。 

 

[１時間値] 

二酸化窒素の予測結果は 0.158ppm であ

り、中央公害対策審議会答申の指針値の範

囲内である。 

浮遊粒子状物質の予測結果は 0.192 mg/ 

m3 であり、環境基準及び環境目標値を満た

している。 

基準又は目標との整合は図られるもの

と判断する。 

 

 

なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建設機械の稼働に伴う粉じん等による

環境影響の程度は小さいと予測されるた

め、造成工事区域内における散水、施工方

法の検討、建設機械の稼働の分散化、強風

時の作業中止による環境保全措置を講じ

るものとする。 

 

 

 

建設機械の稼働に伴う降下ばいじん量

の影響は、造成工事区域内における散水、

施工方法の検討、建設機械の稼働の分散

化、強風時の作業中止による環境保全措置

を講じることにより、事業者の実行可能な

範囲内においてできる限り低減されるも

のと判断する。 

 

 

なし 
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環境要素 調査結果 予測結果 

(3) 資材及び機械の運搬に用いる車両の運

行（二酸化窒素、浮遊粒子状物質） 

工事用車両からの寄与濃度の予測値は、

二酸化窒素で 0.00001～0.00005ppm、浮遊

粒子状物質で0.00000～0.00002mg/m3であ

る。 

また、工事用車両の運行時における二酸

化窒素の日平均値の年間 98％値は 0.046～

0.050ppm と予測され、環境基準を満たして

いるが、環境目標値については、すべての

地点で目標値を上回っている。しかし、一

般車両の寄与濃度にバックグラウンド濃度

を加えて求めた日平均値の年間 98％値は

0.046～0.050ppm であり、Ｅ地点南側では

0.001ppm 増加しているものの、他の地点で

は工事用車両を加えて求めた結果と変わら

ない。 

浮遊粒子状物質の日平均値の２％除外値

は 0.084～0.087mg/m3 と予測され、環境基

準及び環境目標値を満たしている。 

 

 

(4) 資材及び機械の運搬に用いる車両の運

行（粉じん等） 

工事用車両の走行による季節別の降下ば

いじんは、0.02～2.42t/km2/月であり、降

下ばいじんに係る参考値 10t/km2/月を下

回っている。 

 

 

 

 

 

大気質 

 

事業実施区域及びその周辺の道路沿道にお

いて大気質の現地調査を実施した。 

   

調査地点 

二酸化 

窒素 

(ppm) 

浮遊粒子状

物質 

（mg/m3）

Ａ 

名古屋環状２号線 
0.022 0.030 

Ｂ 

戸田荒子線 
0.023 0.032 

Ｃ 
名古屋環状２号線 

0.023 0.036 

Ｄ 

東海橋線 
0.033 0.038 

Ｅ 

戸田荒子線 
0.025 0.039 

注）値は年平均値である。 

(5) 造成工事（粉じん等） 

年間を通じてビューフォートの風力階級

４（風速：5.5m/s）以上の風速となる出現

時間は 347 時間、出現頻度は 3.9％である。
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環境保全措置 評価結果 事後調査 

 

工事用車両の運行に伴う大気質による

環境影響の程度は小さいと予測されるた

め、工事用車両の運行ルートの分散化、工

事用車両の空ぶかし、高負荷運転の回避、

工事用車両の乗り入れ時期・時間帯の分散

化による環境保全措置を講じるものとす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事用車両の運行に伴う大気質の影響

は、工事用車両の運行ルートの分散化、工

事用車両の空ぶかし、高負荷運転の回避、

工事用車両の乗り入れ時期・時間帯の分散

化による環境保全措置を講じることによ

り、事業者の実行可能な範囲内においてで

きる限り低減されるものと判断する。 

 

二酸化窒素の日平均値の年間 98％値は

0.046～0.050ppm であり、すべての地点で

環境基準を満たしているが、環境目標値に

ついては、すべての地点で目標値を上回っ

ている。しかし、工事用車両からの寄与濃

度は極めて僅かであり、本事業に起因する

二酸化窒素の影響は小さいものと考える。 

浮遊粒子状物質の日平均値の２％除外

値は 0.084～0.087mg/m3 であり、環境基準

及び環境目標値をすべての地点で満たし

ており、基準又は目標との整合は図られる

ものと判断する。 

 

  

なし 

 

 

 

 

 

工事用車両の運行に伴う粉じん等によ

る環境影響の程度は小さいと予測される

ため、工事用車両の運行ルートの分散化、

工事用車両の乗り入れ時期・時間帯の分散

化、強風時の作業中止による環境保全措置

を講じるものとする。 

 

 

工事用車両の運行に伴う降下ばいじん

量の影響は、工事用車両の運行ルートの分

散化、工事用車両の乗り入れ時期・時間帯

の分散化、強風時の作業中止による環境保

全措置を講じることにより、事業者の実行

可能な範囲内においてできる限り低減さ

れるものと判断する。 

 

 

 

なし 

 

 

造成した裸地からの粉じんによる環境

影響の程度は小さいと予測されるため、造

成区域内の裸地への散水、造成区域内の法

面等への種子散布、工事計画の検討による

環境保全措置を講じるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

造成した裸地からの粉じんによる大気

質の影響は、造成区域内の裸地への散水、

造成区域内の法面等への種子散布、工事計

画の検討による環境保全措置を講じるこ

とにより、事業者の実行可能な範囲内にお

いてできる限り低減されるものと判断す

る。 

 

 

なし 
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環境要素 調査結果 予測結果 

(6) 斎場施設の稼働（二酸化窒素、浮遊

粒子状物質、ダイオキシン類） 

斎場施設の稼働による寄与濃度は、二

酸化窒素が 0.00081ppm、浮遊粒子状物質

が 0.00014mg/m3、ダイオキシン類が

0.00135pg-TEQ/m3 と予測される。 

二酸化窒素の日平均値の年間 98％値

は 0.043pm と予測され、環境基準を満た

しているが、環境目標値を上回ってい

る。 

浮遊粒子状物質の日平均値の２％除

外値は 0.077mg/m3 と予測され、環境基準

及び環境目標値を満たしている。 

ダイオキシン類の予測環境濃度は、

0.14135pg-TEQ/m3 であり、環境基準（0.6 

pg-TEQ/m3 以下）を満たしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大気質 

 

 事業実施区域内の南陽小学校においてダイオキ

シン類の現地調査を実施した。 

 

H15年 

11月 
H16年 

2月 

H16年

5月 

H16年

7～8月

年平

均値ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類 

(pg-TEQ/m3) 0.20 0.22 0.076 0.066 0.14
 

(7) 供用時の交通の集中（二酸化窒素、

浮遊粒子状物質） 

施設関連車両からの寄与濃度の予測

値 は 、 二 酸 化 窒 素 で 0.00000 ～

0.00002ppm 、 浮 遊 粒 子 状 物 質 で

0.00000mg/m3 である。 

また、施設関連車両の運行時における

二酸化窒素の日平均値の年間 98％値は

0.046～0.049ppm で、環境基準を満たし

ているが、環境目標値については、すべ

ての地点で目標値を上回っている。しか

し、一般車両の寄与濃度にバックグラウ

ンド濃度を加えて求めた日平均値の年

間 98％値は 0.046～0.049ppm であり、

施設関連車両を加えて求めた結果と変

わらない。 

浮遊粒子状物質の日平均値の２％除

外値は 0.084～0.085mg/m3 で、環境基準

及び環境目標値を満たしている。 
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環境保全措置 評価結果 事後調査 

 

斎場施設の稼働に伴う大気質による環

境影響の程度は小さいと予測されるため、

効率の高い排ガス処理装置の設置、設備機

器の点検・検査の実施と施設の性能維持、

火葬設備の稼働の集中の回避による環境

保全措置を講じるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

斎場施設の稼働に伴う大気質の影響は、

効率の高い排ガス処理装置の設置、設備機

器の点検・検査の実施と施設の性能維持、

火葬設備の稼働の集中の回避による環境

保全措置を講じることにより、事業者の実

行可能な範囲内においてできる限り低減

されるものと判断する。 

 

二酸化窒素の日平均値の年間 98％値は

0.043ppm であり、環境基準を満たしている

が、環境目標値を上回っている。しかし、

斎場施設の稼働による寄与は僅かであり、

影響は小さいものと考える。 

浮遊粒子状物質の日平均値の２％除外

値は 0.077 mg/m3 であり、環境基準及び環

境目標値を満たしている。 

ダイオキシン類の年平均値は、0.14135 

pg-TEQ/m3 であり、環境基準を満たしてい

る。 

浮遊粒子状物質及びダイオキシン類に

ついては、基準又は目標との整合は図られ

るものと判断する。 

 

 

なし 

 

施設関連車両の運行に伴う大気質によ

る環境影響の程度は小さいと予測される

ため、予約時の時間調整による施設関連車

両の集中の回避、マイクロバスの利用、自

家用車やタクシーの相乗りの呼びかけに

よる施設関連車両台数の低減、適正運転の

周知及びＰＲによる環境保全措置を講じ

るものとする。 

 

施設関連車両の運行に伴う大気質の影

響は、予約時の時間調整による施設関連車

両の集中の回避、マイクロバスの利用、自

家用車やタクシーの相乗りの呼びかけに

よる施設関連車両台数の低減、適正運転の

周知及びＰＲによる環境保全措置を講じ

ることにより、事業者の実行可能な範囲内

においてできる限り低減されるものと判

断する。 

二酸化窒素の日平均値の年間 98％値は

0.046～0.049ppm であり、すべての地点で

環境基準を満たしているが、環境目標値に

ついては、すべての地点で目標値を上回っ

ている。しかし、施設関連車両からの寄与

濃度は極めて僅かであり、本事業に起因す

る二酸化窒素の影響は小さいものと考え

る。 

浮遊粒子状物質の日平均値の２％除外

値は 0.084～0.085mg/m3 であり、環境基準

及び環境目標値をすべての地点で満たし

ており、基準又は目標との整合は図られる

ものと判断する。 

 

 

なし 
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環境要素 調査結果 予測結果 

(1) 建設機械の稼働 

建設機械の稼働に伴う騒音レベルの工事

敷地境界の予測値は 82dB であり、騒音規

制法及び名古屋市環境保全条例に定める特

定建設作業に係る騒音の基準の 85dB 以下

である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

騒音 

 

・環境騒音 

事業実施区域周辺の環境騒音について現地

調査を実施した。 

いずれの地点においても昼間の時間帯は環

境基準を満足していた。 

 
単位：dB 

調査地点 時間区分
騒音レベル

(ＬAeq) 

No.１ 昼間 52 

きよすみ荘付近 夜間 46 

No.２ 昼間 52 

幸楽荘付近 夜間 48 

No.３ 昼間 53 

斎場建設予定地 夜間 47 

注）騒音レベル枠内の下線太数字は環境基準を超え

ていることを示す。 

 

・道路交通騒音 

事業実施区域及びその周辺の道路交通騒音

について現地調査を実施した。 

戸田荒子線Ｂ地点と東海橋線Ｄ地点では環

境基準の値を上回っていた。 
 

単位：dB 

調査地点 時間区分 
騒音レベル

(ＬAeq) 

昼間 60 Ａ 

名古屋環状２号線 夜間 58 

昼間 70 Ｂ 

戸田荒子線 夜間 66 

昼間 62 Ｃ 

名古屋環状２号線 夜間 58 

昼間 72 Ｄ 

東海橋線 夜間 66 

昼間 57 Ｅ 

戸田荒子線 夜間 49 

注）騒音レベル枠内の下線太数字は環境基準を超え

ていることを示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 資材及び機械の運搬に用いる車両の運

行 

工事用車両の運行時における道路交通騒

音レベルの予測値は、Ａ地点、Ｃ地点西側、

Ｅ地点では、66～70dB であり、環境基準の

値（70dB）を満足していた。 

工事用車両の運行時において、Ｃ地点東

側では 71dB、Ｄ地点では 72dB と予測され

たが、一般車両のみの道路交通騒音レベル

は 71～72dB と予測され、本事業による工

事用車両が加わった場合においても、騒音

レベルの増加は１dB 未満である。 

 
単位：dB 

騒音レベル(ＬAeq) 

予測地点 一般車

両のみ 

一般車

両と工

事用車

両 

環境 

基準 

(昼間)

Ａ（西側） 66 66 70 

Ａ（東側） 69 69 70 

Ｃ（西側） 66 66 70 

Ｃ（東側） 71 71 70 

Ｄ（北側） 72 72 70 

Ｄ（南側） 72 72 70 

Ｅ（北側） 69 70 70 

Ｅ（南側） 69 69 70  
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環境保全措置 評価結果 事後調査 

 

建設機械の稼働に伴う騒音による環境

影響の程度は小さいと予測されるため、低

騒音型の建設機械の積極的な採用、建設機

械の稼働の分散化、住宅地等に近接してい

る箇所での建設機械の複合同時稼働の回

避による環境保全措置を講じるものとす

る。 

市営西茶屋荘等の住宅等に近接してい

る箇所では、防音シート等の設置を必要に

応じて検討する。 

 

建設機械の稼働に伴う騒音の影響は、低

騒音型の建設機械の積極的な採用、建設機

械の稼働の分散化、住宅地等に近接してい

る箇所での建設機械の複合同時稼働の回

避による環境保全措置を講じることによ

り、事業者の実行可能な範囲内においてで

きる限り低減されるものと判断する。 

市営西茶屋荘等の住宅等に近接してい

る箇所では、防音シート等の設置を必要に

応じて検討することにより、建設機械の稼

働に伴う騒音の影響の程度はさらに低減

されるものと判断する。 

工事敷地境界の騒音レベルの最大値は

82dB と予測され、騒音規制法及び名古屋市

環境保全条例に定める特定建設作業に係

る騒音の基準の 85dB以下であることから、

基準又は目標との整合は図られるものと

判断する。 

 

 

なし 

 

工事用車両の運行に伴う騒音による環

境影響の程度は小さいと予測されるため、

工事用車両の運行ルートの分散化、工事用

車両の点検・整備、適正運転の周知、工事

用車両の乗り入れ時期・時間帯の分散化に

よる環境保全措置を講じるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事用車両の運行に伴う騒音の影響は、

工事用車両の運行ルートの分散化、工事用

車両の点検・整備、適正運転の周知、工事

用車両の乗り入れ時期・時間帯の分散化に

よる環境保全措置を講じることにより、事

業者の実行可能な範囲内においてできる

限り低減されるものと判断する。 

 工事用車両の運行時における道路交通騒

音レベルの予測値は、Ａ地点、Ｃ地点西側、

Ｅ地点では、66～70dB であり、環境基準の

値及び自動車騒音の限度（75dB）以下であ

ることから、基準又は目標との整合は図ら

れるものと判断する。 

Ｃ地点東側、Ｄ地点では一般車両のみの

道路交通騒音レベルは 71～72dB と予測さ

れ、環境基準の値を１～２dB 上回っている

が、本事業による工事用車両が加わった場

合においても、騒音レベルの増加は１dB 未

満であり、影響は小さいものと考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なし 
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環境要素 調査結果 予測結果 

(3) 斎場施設の稼働 

斎場施設の稼働に伴う騒音レベルの敷地

境界での予測の最大値は 29dB であり、騒

音規制法及び名古屋市環境保全条例に定め

る特定工場等において発生する騒音の規制

基準の 50dB 以下である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

騒音 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 供用時の交通の集中 

施設関連車両の運行時における道路交通

騒音レベルの予測値はＡ地点、Ｅ地点では

66～70dB であり、環境基準の値（70dB）を

満足していた。 

施設関連車両の運行時においてＤ地点で

72dB、Ｆ地点で 68～69 dB と予測されたが、

一般車両のみの道路交通騒音レベルはＤ地

点で 72dB、Ｆ地点で 68～69 dB と予測され、

施設関連車両が加わった場合においても騒

音レベルの増加は１dB 未満である。 

 
単位：dB 

騒音レベル(ＬAeq) 

予測地点 一般車

両のみ 

一般車 

両と施 

設関連 

車両 

環境 

基準 

(昼間)

Ａ（西側） 66 66 70 

Ａ（東側） 69 69 70 

Ｄ（北側） 72 72 70 

Ｄ（南側） 72 72 70 

Ｅ（北側） 69 70 70 

Ｅ（南側） 69 69 70 

Ｆ（西側） 69 69 65 

Ｆ（東側） 68 68 65  
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環境保全措置 評価結果 事後調査 

 

本事業の実施による環境影響の程度は

極めて小さいと予測されるため、環境保全

措置は講じないものとする。 

 

 

 

斎場施設の稼働に伴う騒音の影響は、低

騒音の機器を採用すること、騒音を発生す

る機器については防音対策を講じること、

外壁の構造や材質を考慮し吸音材を用い

ることに配慮することから、事業者の実行

可能な範囲内においてできる限り回避・低

減されるものと判断する。 

斎場施設の稼働時における敷地境界の

騒音レベルの予測の最大値は 29dBであり、

騒音規制法及び名古屋市環境保全条例に

定める特定工場等において発生する騒音

の規制基準の 50dB 以下であることから、

基準又は目標との整合は図られるものと

判断する。また、土地区画整理事業実施区

域境界においては、距離減衰による騒音レ

ベルの低減が考えられることから、騒音に

よる影響は極めて小さいものと考える。 

 

 

なし 

 

施設関連車両の運行に伴う騒音による

環境影響の程度は小さいと予測されるた

め、予約時の時間調整による施設関連車両

の集中の回避、マイクロバスの利用、自家

用車やタクシーの相乗りの呼びかけによ

る施設関連車両台数の低減、適正運転の周

知及びＰＲによる環境保全措置を講じる

ものとする。 

 

 

 

施設関連車両の運行に伴う騒音の影響

は、予約時の時間調整による施設関連車両

の集中の回避、マイクロバスの利用、自家

用車やタクシーの相乗りの呼びかけによ

る施設関連車両台数の低減、適正運転の周

知及びＰＲによる環境保全措置を講じる

ことにより、事業者の実行可能な範囲内に

おいてできる限り低減されるものと判断

する。 

施設関連車両の運行時における道路交

通騒音レベルの予測値はＡ地点、Ｅ地点で

は 66～70dB であり、環境基準の値及び自

動車騒音の限度（75dB）以下であることか

ら、基準又は目標との整合は図られるもの

と判断する。 

一般車両のみの道路交通騒音レベルは

Ｄ地点で 72dB、Ｆ地点で 68～69dB と予測

され、環境基準の値を２～４dB 上回ってい

るが、施設関連車両が加わった場合におい

ても、騒音レベルの増加は１dB 未満であ

り、影響は小さいものと考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なし 
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環境要素 調査結果 予測結果 

(1) 建設機械の稼働 

建設機械の稼働に伴う振動レベルの工事

敷地境界の予測値は 66dB であり、振動規

制法及び名古屋市環境保全条例に定める特

定建設作業に係る振動の基準の 75dB 以下

である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 資材及び機械の運搬に用いる車両の運

行 

工事用車両の運行時の振動レベルの予測

値は 52～57dB であり、道路交通振動の限

度である 65dB 及び 70dB 以下である。  

また、本事業による工事用車両が加わっ

た場合においても、振動レベルの増加は１

dB 未満である。 

 

 

 

 

 

 

 

振動 

 

・環境振動 

事業実施区域周辺の環境振動について現地

調査を実施した。 

いずれの地点においても人間が振動を感じ

始める値（感覚閾値）の 55dB 以下であった。

 
単位：dB 

調査地点 時間区分
振動レベル 

(Ｌ10) 

No.１ 昼間 30 

きよすみ荘付近 夜間 30 未満 

No.２ 昼間 38 

幸楽荘付近 夜間 31 

No.３ 昼間 33 

斎場建設予定地 夜間 30 

 
・道路交通振動 

事業実施区域及びその周辺の道路交通振動

について現地調査を実施した。 

いずれの地点においても人間が振動を感じ

始める値（感覚閾値）の 55dB 以下であった。

 
単位：dB 

調査地点 時間区分
振動レベル 

(Ｌ10) 

Ａ 昼間 40 

名古屋環状２号線 夜間 37 

Ｂ 昼間 44 

戸田荒子線  夜間 36 

Ｃ 昼間 41 

名古屋環状２号線 夜間 38 

Ｄ 昼間 49 

東海橋線  夜間 42 

Ｅ 昼間 42 

戸田荒子線  夜間 33  

(3) 斎場施設の稼働 

斎場施設の稼働に伴う振動レベルの敷地

境界での予測の最大値は 50dB であり、振

動規制法及び名古屋市環境保全条例に定め

る特定工場等において発生する振動の規制

基準の 65dB 以下である。 
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環境保全措置 評価結果 事後調査 

 

建設機械の稼働に伴う振動による環境

影響の程度は小さいと予測されるため、低

振動型の建設機械の積極的な採用、建設機

械の稼働の分散化、住宅地等に近接してい

る箇所での建設機械の複合同時稼働の回

避による環境保全措置を講じるものとす

る。 

 

 

建設機械の稼働に伴う振動の影響は、低

振動型の建設機械の積極的な採用、建設機

械の稼働の分散化、住宅地等に近接してい

る箇所での建設機械の複合同時稼働の回

避による環境保全措置を講じることによ

り、事業者の実行可能な範囲内においてで

きる限り低減されるものと判断する。 

工事敷地境界の振動レベルの最大値は

66dB と予測され、振動規制法及び名古屋市

環境保全条例に定める特定建設作業に係

る振動の基準の 75dB以下であることから、

基準又は目標との整合は図られるものと

判断する。 

 

 

なし 

 

本事業の実施による環境影響の程度は

極めて小さい予測されるため、環境保全措

置は講じないものとする。 

 

 

 

工事用車両の運行に伴う振動の影響は、

工事用車両の運行ルートの分散化、工事用

車両の点検・整備、適正運転の周知、工事

用車両の乗り入れ時期・時間帯の分散化に

配慮することから、事業者の実行可能な範

囲内においてできる限り回避・低減される

ものと判断する。 

工事用車両の運行時における道路交通

振動レベルの予測値は 52～57dB であり、

道路交通振動の限度である 65dB 及び 70dB

以下であることから、基準又は目標との整

合は図られるものと判断する。 

 

 

なし 

 

斎場施設の稼働に伴う振動による環境

影響の程度は小さいと予測されるため、低

振動型の機器の採用、振動を発生する機器

への防振対策、設備機器の点検・検査の実

施と施設の性能維持による環境保全措置

を講じるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

斎場施設の稼働に伴う振動の影響は、低

振動型の機器の採用、振動を発生する機器

への防振対策、設備機器の点検・検査の実

施と施設の性能維持による環境保全措置

を講じることにより、事業者の実行可能な

範囲内においてできる限り低減されるも

のと判断する。 

斎場施設の稼働時における敷地境界の

振動レベルの予測の最大値は 50dBであり、

振動規制法及び名古屋市環境保全条例に

定める特定工場等において発生する振動

の規制基準の 65dB 以下であることから、

基準又は目標との整合は図られるものと

判断する。また、土地区画整理事業実施区

域境界においては、距離減衰による振動レ

ベルの低減が考えられることから、振動に

よる影響は極めて小さいものと考える。 

 

 

なし 

 

 

 



 - 528 - 

 

環境要素 調査結果 予測結果 

 

振動 

 (4) 供用時の交通の集中 

施設関連車両の運行時の振動レベルの予

測値は、52～55dB（人間が振動を感じ始め

る感覚閾値の 55dB 以下）であり、道路交

通振動の限度である 65dB 及び 70dB 以下で

ある。また、施設関連車両が加わった場合

においても、振動レベルの増加は１dB 未満

である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

悪臭 

 

斎場建設予定地における特定悪臭物質の濃

度は規制基準以下であり、臭気指数は 10 未満

であった。 

また、類似施設である名古屋市八事斎場にお

ける特定悪臭物質の濃度は規制基準以下であ

り、臭気指数は煙道で 22、敷地境界で 10 未満

であった。 

 

 

臭気指数については、類似施設における

調査結果では排出ガス中の臭数指数 22 が

敷地境界では 10 未満に低減しており、新

斎場の敷地境界においても同様に臭気指数

の予測値は 10 未満に低減し、名古屋市悪

臭対策指導指針（平成 15 年名古屋市告示

第 412 号）に定める第 1 種区域における指

導基準値（臭気指数 10）以下と予測される。
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環境保全措置 評価結果 事後調査 

 

本事業の実施による環境影響の程度は

極めて小さいと予測されるため、環境保全

措置は講じないものとする。 

 

 

施設関連車両の運行に伴う振動の影響

は、予約時の時間調整による施設関連車両

の集中の回避、マイクロバスの利用、自家

用車やタクシーの相乗りの呼びかけによ

る施設関連車両台数の低減、適正運転の周

知及びＰＲに配慮することから、事業者の

実行可能な範囲内においてできる限り回

避・低減されるものと判断する。 

施設関連車両の運行時における振動レ

ベルの予測値は 52～55dB であり、道路交

通振動の限度である 65dB 及び 70dB 以下で

あることから、基準又は目標との整合は図

られるものと判断する。 

 

 

なし 

 

本事業の実施による環境影響の程度は

極めて小さいと予測されるため、環境保全

措置は講じないものとする。 

 

 

 

 

斎場施設の稼働に伴う悪臭の影響は、斎

場施設の計画・設計において、主燃焼炉で

は 800℃以上の高温で燃焼し更に再燃焼炉

では 800℃以上で臭気成分を分解する、定

期的に機器点検及び機能検査を実施する

等の無臭化に配慮することから、事業者の

実行可能な範囲内においてできる限り回

避・低減されるものと判断する。 

斎場施設の稼働時における敷地境界の

臭気指数の予測値は 10 未満であり、名古

屋市悪臭対策指導指針に定める第１種区

域における指導基準値（工場等の敷地の境

界線における臭気指数）10 を満足すること

から、基準又は目標との整合は図られるも

のと判断する。また、土地区画整理事業実

施区域境界においては、拡散による悪臭の

濃度の低下が考えられることから、悪臭に

よる影響は極めて小さいものと考える。 

 

 

なし 
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環境要素 調査結果 予測結果 

 

水質 

 

浮遊物質量は、降雨時には 5～43mg/L、晴天

時には 10～75mg/L であった。 

 

 

 

 

事業実施区域から排水される浮遊物質量

の予測値は 40～71mg/L であり、名古屋市

が定める建設工事に伴う排水の浮遊物質量

の目安である 200mg/L 以下である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地盤 

 

事業実施区域及びその周辺の地盤沈下の状

況は、現在、沈静化しており、新茶屋における

過去５年間の累積沈下量は、0.02cm である。

事業実施区域周辺の地盤の状況は、上位に沖

積層が分布し、下位に洪積層（熱田層）が分布

する。沖積層の層厚は 10～40ｍであり、下部

粘土層、上部砂層、最上部粘土層に区分される。

沖積層におけるＮ値の平均値は、粘土・シルト

層で３、砂層で 11 であり、特に、粘性土層は、

Ｎ値０の範囲もある極めて軟弱な地盤である。

 

 

北側敷地境界の圧密沈下量は、0～0.11

cm と予測される。また、南側敷地境界の圧

密沈下量は、1.65～4.82cm と予測される。

なお、実際の沈下量は、標準圧密試験に

基づいて予測する圧密沈下量に比べて小さ

く現れる。 

最大の沈下量が予測される南側敷地境界

では、53 日間で 90％の圧密が終了するこ

とが予測される。 
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環境保全措置 評価結果 事後調査 

 

工事の実施による雨水の排水による環

境影響の程度は小さいと予測されるため、

仮設の沈砂池の適切な配置、造成工事を順

次行い裸地面積を小さくする工事計画の

検討による環境保全措置を講じるものと

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事の実施による雨水の排水の影響は、

仮設の沈砂池の適切な配置、造成工事を順

次行い裸地面積を小さくする工事計画の

検討による環境保全措置を講じることに

より、事業者の実行可能な範囲内において

できる限り低減されるものと判断する。 

工事の実施に伴い事業実施区域から排

水される浮遊物質量は 40～71mg/L と予測

され、名古屋市が定める建設工事に伴う排

水の浮遊物質量の目安である200mg/L以下

であることから、目安との整合は図られる

ものと判断する。 

 

 

なし 

 

土地の改変に伴う地盤への影響の程度

は小さいと予測されるため、造成工事中及

び造成工事終了後の周辺地盤の変動を測

定し、周辺構造物等に変状がみられた場合

は必要に応じて復旧することによる環境

保全措置を講じるものとする。 

 

 

 

 

 

 

土地の改変に伴う地盤への影響は、造成

工事中及び造成工事終了後の周辺地盤の

変動を測定し、周辺構造物等に変状がみら

れた場合は必要に応じて復旧することに

よる環境保全措置を講じることにより、事

業者の実行可能な範囲内においてできる

限り低減されるものと判断する。 

 

 

なし 
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環境要素 調査結果 予測結果 

(1)雨水の排水 

水域に生息する重要な種としては、クサ

ガメ、イシガメ、カワバタモロコ、ドブガ

イが対象となった。 

クサガメ、イシガメは比較的水質の悪い

水域にも生息していることから、工事の実

施に伴う雨水の排水による本種への影響は

極めて小さいと予測される。 

カワバタモロコの確認地点は事業実施区

域から 500ｍ以上離れており、生息地点で

は植生帯も豊富であることから、工事の実

施に伴う雨水の排水による本種への影響は

極めて小さいと予測される。 

ドブガイは一時的な濁水中でも生息でき

ることから、工事の実施に伴う雨水の排水

による本種への影響は極めて小さいと予測

される。 

 

 

動物 

 

・確認種 

現地調査の結果は以下に示すとおりである。

哺乳類 ３目４科５種 

鳥類 12 目 27 科 65 種 

爬虫類 ２目４科７種 

両生類 １目２科５種 

魚類 ３目４科７種 

底生動物 11 目 18 科 27 種 

昆虫類 12 目 137 科 451 種 

クモ類 １目 18 科 76 種 

陸産貝類 １目３科６種 

 

・重要な種 

重要な種は以下に示す 24 種である。 

哺乳類：ﾎﾝﾄﾞｲﾀﾁ 

鳥 類：ﾁｭｳｻｷﾞ、ﾏｶﾞﾝ、ｵｵﾀｶ、ﾁｭｳﾋ、 

    ﾀﾏｼｷﾞ、ｲｶﾙﾁﾄﾞﾘ、ｴﾘﾏｷｼｷﾞ、 

    ﾀｶﾌﾞｼｷﾞ、ｵｵｼﾞｼｷﾞ、ｺｱｼﾞｻｼ 

爬虫類：ｸｻｶﾞﾒ、ｲｼｶﾞﾒ、ｼﾏﾍﾋﾞ 

両生類：ﾄﾉｻﾏｶﾞｴﾙ、ﾀﾞﾙﾏｶﾞｴﾙ 

魚 類：ｶﾜﾊﾞﾀﾓﾛｺ 

底生動物：ﾄﾞﾌﾞｶﾞｲ 

昆虫類：ｱﾘﾂｶｺｵﾛｷﾞ、ﾆｲﾆｲｾﾞﾐ、ｺｵｲﾑｼ、 

    ﾐﾂﾉｴﾝﾏｺｶﾞﾈ、ｽｼﾞｸﾞﾛｼﾛﾁｮｳ 

クモ類：ﾜｽﾚﾅｸﾞﾓ 

(2)敷地の存在（土地の改変） 

コアジサシについては、事業実施区域外

を流れる戸田川を主要な採餌・生息の場と

して利用しており、事業実施区域内におけ

る小水路の利用頻度は低いと考えられ、対

象事業の実施による生息への影響は小さい

と予測される。 

カワバタモロコ、ドブガイについては、

生息地の改変はないことから、生息への影

響はないものと予測される。 

その他の重要な種については、事業の実

施により生息、採餌、休息、繁殖環境等の

一部が消失することになるが、事業実施区

域周辺には主要な生息地である農地環境が

広域的に存在することから、地域全体とし

ての生息への影響は小さいと予測される。
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環境保全措置 評価結果 事後調査 

 

工事の実施に伴う雨水の排水による重要な種

の生息への影響は極めて小さいと予測されるた

め、環境保全措置は講じないものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重要な種（クサガメ、イシガメ、カ

ワバタモロコ、ドブガイ）については、

仮設の沈砂池を適切に配置する、造成

工事を順次行い裸地面積をできるだけ

小さくすること等、濁水の発生の低減、

濁水の流出面積の減少に配慮すること

から、事業者の実行可能な範囲内にお

いてできる限り低減されるものと判断

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なし 

 

重要な種については、以下に示す環境保全措

置を講じるものとする。 

 

対象種 環境保全措置 

ｸｻｶﾞﾒ､ｲｼｶﾞﾒ 

ｼﾏﾍﾋﾞ 

ﾄﾉｻﾏｶﾞｴﾙ､ﾀﾞﾙﾏｶﾞｴﾙ 

ｱﾘﾂｶｺｵﾛｷﾞ､ﾆｲﾆｲｾﾞ

ﾐ､ｺｵｲﾑｼ､ﾐﾂﾉｴﾝﾏｺｶﾞ

ﾈ､ｽｼﾞｸﾞﾛｼﾛﾁｮｳ 

ﾜｽﾚﾅｸﾞﾓ 

の 11 種 

事業実施区域内の公

園、緑地、その他の

公共空地内における

生息地の創出 

（草地、湿地、樹林

地等の混在した多様

な環境の確保） 

ﾎﾝﾄﾞｲﾀﾁ 

ｵｵﾀｶ､ﾁｭｳﾋ､ﾁｭｳｻｷﾞ､

ﾏｶﾞﾝ､ﾀﾏｼｷﾞ､ｲｶﾙﾁﾄﾞ

ﾘ､ｴﾘﾏｷｼｷﾞ､ﾀｶﾌﾞｼ

ｷﾞ､ｵｵｼﾞｼｷﾞ､ｺｱｼﾞｻｼ 

ｸｻｶﾞﾒ､ｲｼｶﾞﾒ 

ｼﾏﾍﾋﾞ 

ﾄﾉｻﾏｶﾞｴﾙ､ﾀﾞﾙﾏｶﾞｴﾙ 

の 16 種 

事業実施区域外にお

ける生息地の創出 

（事業実施区域の南

側休耕田における灌

水） 

 

 

重要な種（ホンドイタチ、オオタカ、

チュウヒ、チュウサギ、マガン、タマ

シギ、イカルチドリ、エリマキシギ、

タカブシギ、オオジシギ、コアジサシ、

クサガメ、イシガメ、シマヘビ、トノ

サマガエル、ダルマガエル、アリツカ

コオロギ、ニイニイゼミ、コオイムシ、

ミツノエンマコガネ、スジグロシロチ

ョウ、ワスレナグモ）への影響は、事

業実施区域内において公園、緑地、そ

の他の公共空地内における生息地の創

出及び事業実施区域外における生息地

の創出（事業実施区域の南側休耕田に

おける灌水）による環境保全措置を講

じることにより、事業者の実行可能な

範囲内においてできる限り低減される

ものと判断する。 

 

 

 

 

 

 

 

なし 
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環境要素 調査結果 予測結果 

(1)雨水の排水 

アオウキクサ、ウキクサ、コカナダモ、

ホソバミズヒキモ、エビモ、ヨシ、オモダ

カの７種の生育が確認された。このうち、

雨水排水の排水先である事業実施区域の南

部地域において生育が確認された種は、ヨ

シ、アオウキクサ、ウキクサの３種であっ

た。これらの種は、多様な水域に極めて普

通に生育し、汚濁に対する耐性も大きい種

であることから、工事の実施に伴う雨水の

排水による対象種への影響は極めて小さい

と予測される。 

 

 

植物 

 

・確認種 

現地調査の結果は以下に示すとおりである。

シダ植物 ６科７種 植物相 

種子植物 78 科 365 種 

植物群落 水田雑草群落、畑地雑草群落、

路傍・空地草本群落、低層湿原

植生、植栽樹群、ケヤキ－クロ

ガネモチ林等 

 

・重要な種 

重要な種は以下に示す４種である。 

コギシギシ 

コイヌガラシ 

クサレダマ 

カワヂシャ 

 

(2)敷地の存在（土地の改変） 

コイヌガラシ、カワヂシャについては、

対象事業の実施により生育地の一部が消失

することになるが、事業実施区域外におい

て生育地が豊富に存在することから、地域

全体としての種の存続に対する影響は小さ

いと予測される。 

コギシギシの主要な生育地は事業実施区

域内にあり、周辺部には区域内と同等な規

模の生育地が存在しない。したがって、対

象事業の実施により主要な生育地が消失す

ることになり、地域個体群の存続に影響を

及ぼすことが予測される。 

クサレダマの生育地は造成計画地外に位

置するため、改変による直接的影響は受け

ない。しかし、造成計画地域に隣接してい

るため、工事施工ヤードの設置による生育

地の撹乱の影響や工事区域から飛散する粉

じん等による影響が予測される。 
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環境保全措置 評価結果 事後調査 

 

工事の実施に伴う雨水の排水による重

要な種の生育への影響は極めて小さいと

予測されるため、環境保全措置は講じない

ものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業実施区域周辺の主要な種（ヨシ、ア

オウキクサ、ウキクサ）については、仮設

の沈砂池を適切に配置する、造成工事を順

次行い裸地面積をできるだけ小さくする

こと等、濁水の発生の低減、濁水の流出面

積の減少に配慮することから、事業者の実

行可能な範囲内においてできる限り低減

されるものと判断する。 

 

なし 

 

重要な種については、以下に示す環境保

全措置を講じるものとする。 

 

＜コギシギシ＞ 

・事業実施区域外に残存するコギシギシか

ら種子を採取して、生育地周辺の同様な水

田環境に播種する。 

・事業実施区域内のコギシギシから種子を

採取し、自然環境に配慮した公園の緑地内

に湿潤な草地環境を確保し、播種する。 

＜クサレダマ＞ 

・生育地の損傷を防ぐため、資材置場の位

置、工事資機材の運搬経路に十分配慮し、

生育地への立ち入りを行わないようにす

る。 

・事業実施区域から生育地への粉じん飛散

の防止策を講じる。 

＜コイヌガラシ、カワヂシャ＞ 

・事業実施区域内のコイヌガラシとカワヂ

シャから種子を採取し、自然環境に配慮し

た公園の緑地内に湿潤な草地環境を確保

し、播種する。 

 

 

重要な種（コギシギシ、クサレダマ、コイ

ヌガラシ、カワヂシャ）への影響は、コギ

シギシについては事業実施区域外におけ

る生育地の拡大及び事業実施区域内にお

いて公園、緑地、その他の公共空地内にお

ける生育地の創出、クサレダマについては

生育地への影響の最小化、コイヌガラシと

カワヂシャについては事業実施区域内に

おいて公園、緑地、その他の公共空地内に

おける生育地の創出による環境保全措置

を講じることにより、事業者の実行可能な

範囲内においてできる限り低減されるも

のと判断する。 

 

 

コ ギ シ ギ シ に

ついては、以下の

事後調査を実施

する。 

 

・調査項目 

生育状況、生育環

境の状況 

・調査方法 

現地調査による

個体の確認 

・調査時期 

春季 

・調査期間 

３年を目処とす

るが、安定した種

の定着が確認さ

れるまでの時期 
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環境要素 調査結果 予測結果 

 

生態系 

 

・動植物その他の自然環境に係る概況 

調査地域の環境類型は、水田環境が大部分を

占め、広面積な水田環境の中に小規模な河川環

境、畑地・草地環境及び市街地・住宅地環境が

モザイク状に混在している。 

 

・注目種等の確認状況 

＜上位性注目種等:サギ類、シギ･チドリ類＞ 

確認されたサギ類及びシギ・チドリ類は生態

特性及び地域特性により、以下の３グループに

区分された。 

①生息数が多く利用頻度が高いグループ 

アマサギ、ダイサギ、チュウサギ、コサギ、

アオサギ、コチドリ、ケリ、タゲリ 

②生息数が少なく利用頻度が低いグループ 

ゴイサギ、タマシギ、イカルチドリ、エリマ

キシギ、アオアシシギ、クサシギ、タカブシ

ギ、キアシシギ、イソシギ、タシギ、チュウ

ジシギ、オオジシギ 

③繁殖地として利用しているグループ 

ケリ、コチドリ 

 

＜典型性注目種等：ダルマガエル＞ 

調査地域の水田環境の広い範囲を多数の個

体が生息地として利用されていたが、特に事業

実施区域外の南側水田地域における生息密度

が高く良好な生息環境となっていた。 

 

なお、メダカは現地調査により確認されなか

ったため、注目種として選定しなかった。 

 

 

 

 

 

 

 (1)敷地の存在（土地の改変） 

＜上位性注目種等:ｻｷﾞ類、ｼｷﾞ･ﾁﾄﾞﾘ類＞ 

①生息数が多く利用頻度が高いグループ 

及び②生息数が少なく利用頻度が低いグル

ープ 

調査地域の水田環境の広い範囲を採餌・

休息の場として利用している。事業の実施

により採餌・休息環境の一部が消失するこ

とになるが、事業実施区域周辺には主要な

生息地である水田環境が広域的に存在する

ことから、地域全体としての生息への影響

は小さいと予測される。 

③繁殖地として利用しているグループ 

・ケリ 

事業の実施により繁殖環境の一部が消失

することになるが、事業実施区域周辺には

主要な繁殖地となる水田環境が広域的に存

在することから、地域全体としての生息へ

の影響は小さいと予測される。 

・コチドリ 

造成地という人為的環境を積極的に利用

する種であること、また、事業実施区域周

辺には主要な繁殖地となる水田環境が広域

的に存在することから、地域全体としての

生息への影響は小さいと予測される。 

 

【藤前干潟との関連性】 

調査地域におけるサギ類及びシギ・チド

リ類の出現状況は、藤前干潟の出現種と異

なり、水田等の淡水環境を主な生息地とす

る種が主体であること、また、藤前干潟を

利用するシギ・チドリ類は、干潟に近い場

所を主な休息地として利用しており、調査

地域の位置する北方向の移動は少ないこと

から、藤前干潟を利用する鳥類との関連性

は低いと考えられ、藤前干潟を利用する鳥

類に対する対象事業の実施による影響は小

さいと予測される。 

 

＜典型性注目種等：ダルマガエル＞ 

事業の実施により事業実施区域内の生息

環境が消失することになるが、本種は事業

実施区域外の南側の水田において特に生息

数が多く良好な生息地となっていること、

また、事業実施区域周辺には主要な生息地

である水田環境が広域的に存在することか

ら、地域全体としての生息への影響は小さ

いと予測される。 
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環境保全措置 評価結果 事後調査 

 

上位性注目種等、典型性注目種等につい

ては、以下に示す環境保全措置を講じるも

のとする。 

 

＜上位性注目種等（サギ類及びシギ・チド

リ類）＞ 

・餌動物の生息数を増加させるため、事業

実施区域の南側に残存する休耕田に対し

て、灌水がされるよう働きかける。 

＜典型性注目種等（ダルマガエル）＞ 

・生息適地を増加させるために、事業実施

区域の南側に残存する休耕田に対して、灌

水がされるよう働きかける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上位性注目種等（サギ類及びシギ・チド

リ類）及び典型性注目種等（ダルマガエル）

への影響は、上位性注目種等については事

業実施区域外における採餌・休息環境の創

出（事業実施区域の南側休耕田における灌

水）、典型性注目種等については事業実施

区域外における生息環境の創出（事業実施

区域の南側休耕田における灌水）による環

境保全措置を講じることにより、事業者の

実行可能な範囲内においてできる限り低

減されるものと判断する。 

 

なし 
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環境要素 調査結果 予測結果 

 

景観 

 

市営西茶屋荘から南方向、戸田川右岸から東

方向、事業実施区域の南側から北方向、新川右

岸堤防から西方向の眺望景観は、近景もしくは

中景に水田、休耕田等を望むことができる。 

 

市営西茶屋荘からの眺望は、一時的には

盛土された地表面が視界の大部分を占める

ことになるが、住宅等の建設に伴い都市的

な景観となるものと考えられる。 

戸田川右岸、新川右岸堤防、事業実施区

域の南側からの眺望の変化は明確に視認で

きないことから、造成工事完了後において

は著しい視覚の変化がみられず、造成工事

による環境影響は少ないものと予測され

る。 

 

 

人と自然と

の触れ合い

の活動の場 

 

事業実施区域及びその周辺の人と自然との

触れ合いの活動の場としては、史跡散策路が抽

出された。 

なお、事業実施区域及びその周辺には、自然

探勝路、ハイキングコース、海水浴場、スター

ウォッチング等の人と自然との触れ合いの活

動の場は存在しない。 

 

 

 

敷地の存在（土地の改変）及び構造物の

存在が史跡散策路に及ぼす影響は、小さい

ものと予測される。 

 

 

 

 

 

 

廃棄物等 

－ 

 

建設発生土は 76,000ｍ３、コンクリート

がらの発生量は 5,800ｍ３、アスファルトが

らの発生量は 7,900ｍ３と予測される。 

建設発生土は事業実施区域内で盛土とし

て再利用され、コンクリートがら、アスフ

ァルトがらについては再資源化施設への搬

出により有効利用を図ることから、事業の

実施に伴う環境負荷は小さいと予測され

る。 
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環境保全措置 評価結果 事後調査 

 

景観については、公園、幹線道路、その

他の公共空地内における緑化、周囲と調和

のとれた緑に囲まれた公共施設の創出に

よる環境保全措置を講じるものとする。 

 

 

 

 

 

 

本事業の実施による景観への影響は、公

園、幹線道路、その他の公共空地内におけ

る緑化、周囲と調和のとれた緑に囲まれた

公共施設の創出による環境保全措置を講

じることにより、事業者の実行可能な範囲

内においてできる限り低減されるものと

判断する。 

 

 

 

 

 

なし 

 

人と自然との触れ合いの活動の場につ

いては、事業実施区域内の史跡散策路内の

寺社の保全、史跡散策路のデザインを周囲

の景観と調和させることによる環境保全

措置を講じるものとする。 

 

 

 

 

本事業の実施による人と自然との触れ

合いの活動の場への影響は、事業実施区域

内の史跡散策路内の寺社の保全、史跡散策

路のデザインを周囲の景観と調和させる

ことによる環境保全措置を講じることに

より、事業者の実行可能な範囲内において

できる限り回避・低減されるものと判断す

る。 

 

 

なし 

 

建設工事に伴う副産物の環境負荷につ

いては、建設発生土については事業実施区

域内での再利用、コンクリートがら等につ

いては再資源化施設への搬出による環境

保全措置を講じるものとする。 

コンクリートがら等は、事業実施区域内

の道路の路盤材として再利用を検討する。

 

 

 

本事業の実施による環境負荷は、建設発

生土については事業実施区域内での再利

用、コンクリートがら等については再資源

化施設への搬出による環境保全措置を講

じることにより、事業者の実行可能な範囲

内においてできる限り低減されるものと

判断する。 

コンクリートがら等は、事業実施区域内

の道路の路盤材として再利用を検討する

ことにより、本事業の実施による環境負荷

はさらに低減されるものと判断する。 

 

 

なし 
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